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Taragi Town Topics

　

４
月
１
日
付
で
新
た
に
消
防
団
長
に

就
任
し
た
福
屋
博
喜
さ
ん
に
石
井
町
長

か
ら
辞
令
が
交
付
さ
れ
、
続
い
て
、
同

日
付
で
副
団
長
に
就
任
し
た
椎
葉
孝
弘

さ
ん
に
福
屋
新
団
長
か
ら
辞
令
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
消
防
団
長
を
務
め

た
杉
野
博
昭
さ
ん
は
、
３
月
31
日
を
も

っ
て
退
任
さ
れ
ま
し
た
。
杉
野
さ
ん
は

消
防
団
員
と
し
て
43
年
、
う
ち
団
長
と

し
て
８
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
地
域
の

安
全
・
安
心
の
た
め
に
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。
退
任
後
も
、
機
能
別
団
員
と
し
て

の
さ
ら
な
る
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
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２
月
28
日
と
３
月
１
日
の
２
日
間
、

多
良
木
小
学
校
体
育
館
に
て
「
避
難
生

活
支
援
リ
ー
ダ
ー
／
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修
」

を
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
は
、
災
害
時
に
避
難
所
で

過
ご
す
方
々
の
健
康
を
守
り
、
過
酷
な

環
境
に
よ
る
「
災
害
関
連
死
」
を
防
ぐ

た
め
の
専
門
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
当
日
は
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
団
体
や
企
業
、
学
生
ら
50
名
の
参

加
者
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
、
多

様
な
背
景
を
持
つ
避
難
者
へ
の
配
慮
や
、

避
難
生
活
環
境
の
質
を
高
め
る
た
め
の

具
体
的
な
工
夫
を
学
び
ま
し
た
。

　

研
修
を
修
了
し
た
皆
さ
ん
に
は
、
内

閣
府
よ
り
受
講
終
了
証
が
配
布
さ
れ
、

今
後
、
地
域
の
防
災
活
動
や
災
害
時
の

避
難
所
運
営
に
お
い
て
、
共
助
の
要
と

し
て
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
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石井町長、吉村教育長、ジョイフルのぎくの皆さん石井町長、吉村教育長、ジョイフルのぎくの皆さん左から田中組合長、白石事務局長左から田中組合長、白石事務局長

指導員として農林業センサスに３指導員として農林業センサスに３
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多
良
木
町
統
計
調
査
登
録
調
査
員
の

関
本
典
伸
さ
ん
(

多
４
区
の
１
)

が
熊

本
県
統
計
調
査
功
労
者
表
彰
式
に
て
農

林
水
産
大
臣
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

関
本
さ
ん
は
、
登
録
調
査
員
と
し
て

長
年
に
渡
り
、
各
種
統
計
調
査
に
従
事

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
指
導

員
と
し
て
農
林
行
政
の
基
礎
資
料
の
基

盤
整
備
に
貢
献
し
た
功
績
を
た
た
え
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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多
良
木
町
統
計
調
査
登
録
調
査
員
の

関
本
典
伸
さ
ん
(

多
４
区
の
１
)

が
熊

本
県
統
計
調
査
功
労
者
表
彰
式
に
て
農

林
水
産
大
臣
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

関
本
さ
ん
は
、
登
録
調
査
員
と
し
て

長
年
に
渡
り
、
各
種
統
計
調
査
に
従
事

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
指
導

員
と
し
て
農
林
行
政
の
基
礎
資
料
の
基

盤
整
備
に
貢
献
し
た
功
績
を
た
た
え
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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ク
ス
や
ス
カ
ー
ト
、
ネ
ク
タ
イ
や
リ

ボ
ン
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る 

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
レ
ス
制
服
」

で
す
。
夏
服
に
は
涼
し
い
ポ
ロ
シ
ャ

ツ
も
導
入
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
寄
せ

ら
れ
た
皆
さ
ん
の
声
を

形
に
し
た
こ
の
制
服
が
、

生
徒
た
ち
の
健
や
か
な

成
長
と
、
日
々
の
学
び

を
快
適
に
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。

 

「
誰
も
が
快
適
に
過
ご
せ
る
学
校

に
」
と
い
う
願
い
を
込
め
、
今
年
４

月
か
ら
中
学
校
の
制
服
が
新
し
く
な

り
ま
し
た
。

　

多
様
な
個
性
を
尊
重
し
、
ス
ラ
ッ

 ˹ Ⱥ Ɂ ȟ Ȫ Ȳ ޙ  ߳◌జ ಇ ఏᓦ  ܿ◌・ Ҥ о ɑ ɝ ɑ
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入
場
の
時
に
は
緊
張
し
た
様
子
だ
っ

た
新
入
生
た
ち
も
、
式
終
了
時
に
は

こ
れ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
学
校
生
活

に
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　

入
学
さ
れ
た
皆
さ
ま
、
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

令
和
８
年
４
月
９
日
か
ら
10
日
に

か
け
て
、
町
内
の
各
小
・
中
学
校
に

お
い
て
入
学
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。  

 

　

多
良
木
中
学
校
の
入
学
式
で
は
、

校
長
先
生
か
ら
同
行
の
３
つ
の
教
訓

で
あ
る
『
自
主
・
勤
労
・
協
和
』
を

紹
介
さ
れ
、
「
困
難
な
こ
と
に
も
失
敗

を
恐
れ
ず
挑
戦
し
て
ほ
し
い
」
と
式

辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
来

賓
の
吉
村
教
育
長
か
ら
は
「
皆
さ
ん

の
可
能
性
は
無
限
大
で
、
努
力
す
る

か
し
な
い
か
で
大
き
く
変
わ
る
の
で

た
く
さ
ん
努
力
し
て
ほ
し
い
。
」 

と
述

べ
ら
れ
、
石
井
町
長
か
ら
は
「
多
良

木
町
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
新
し
い

制
服
の
よ
う
に
光
り
輝
く
学
校
生
活

に
な
る
こ
と
を
祈
念
し
ま
す
。
」 

と
祝

辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

ȟ Ȩ� Ȫ Ȳ  ޙо ɟ ɑϸ
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４
月
１
日
、
役
場
応
接
室
で
町
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
選
任
さ

れ
た
澤
村
秀
富
さ
ん
（
黒
肥
地
西
９
区
）

へ
石
井
町
長
か
ら
、
辞
令
が
交
付
さ
れ

ま
し
た
。

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
、
固

定
資
産
課
税
台
帳
に
つ
い
て
の
審
査
申

出
な
ど
を
中
立
的
・
専
門
的
な
立
場
か

ら
審
査
お
よ
び
決
定
な
ど
の
事
務
を
行

い
ま
す
。

　

任
期
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

 ͢ Ⱦ ◌ ◌͖� ◌ް ႇ◌ࡻ    ౼ ݃◌  ݃◌・ ・ Ι  

【入学者数】

多良木小学校

久米小学校

黒肥地小学校

柳野分校

多良木中学校

26人

4人

12人

2人

71人
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【
ポ
ン
プ
操
法
大
会
結
果
】

◆
小
型
ポ
ン
プ
の
部

　

１
位

　

第
11
分
団
第
３
部

　

　

２
位

　

第
２
分
団
第
１
部

　

３
位

　

第
２
分
団
第
３
部

◆
小
型
ポ
ン
プ
個
人
優
秀
賞

　

指
揮
者

　

犬
童

　

則
明

　

１
番
員

　

山
村

　

涼
太

　

２
番
員

　

森
田

　

大
地

　

３
番
員

　

犬
童

　

啓
輔

◆
自
動
車
ポ
ン
プ
の
部

　

１
位

　

第
１
分
団
第
１
部

　

町
民
の
安
心
・
安
全
を
守
る
た
め
、

総
員
３
８
１
名
で
の
消
防
団
活
動
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
退
職
さ
れ
た
消
防
団
員
の
皆
さ

ま
、
永
年
の
消
防
団
活
動
大
変
お
疲
れ
様

で
し
た
。

　

４
月
５
日
、
多
目
的
総
合
グ
ラ
ウ

ン
ド
陸
上
競
技
場
内
に
て
、
多
良
木

町
消
防
団
入
退
団
式
と
消
防
ポ
ン
プ

操
法
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

入
退
団
式
で
は
、
今
回
退
職
さ
れ

た
団
長
と
６
名
の
分
団
長
及
び
隊
長

へ
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
、

新
分
団
長
及
び
隊
長
、
指
導
員
、
４

名
の
新
入
団
員
等
を
含
む
82
名
へ
辞

令
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
新
入
団
員

を
代
表
し
て
、
第
２
分
団
第
３
部
の

宮
本
実
来
さ
ん
が
「
忠
実
に
消
防
の

義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」

と
宣
誓
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
年
３
月
に
黒
木
第
１
分

団
長
が
受
章
さ
れ
た
日
本
消
防
協
会

定
例
表
彰
の
伝
達
式
、
同
じ
く
３
月

に
第
３
分
団
第
１
部
愛
瀬
班
長
が
受

章
さ
れ
た
熊
本
県
消
防
協
会
球
磨
支

部
表
彰
伝
達
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
同
グ
ラ
ウ
ン
ド
駐
車
場

で
ポ
ン
プ
操
法
大
会
が
行
わ
れ
、
消

防
ポ
ン
プ
の
操
作
の
正
確
性
・
俊
敏

性
を
競
い
合
い
ま
し
た
。
各
部
と
も
、

機
敏
な
動
き
で
息
の
合
っ
た
チ
ー
ム

プ
レ
ー
を
見
せ
、
日
頃
の
練
習
の
成

果
を
十
分
に
発
揮
し
、
競
技
が
繰
り

広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

【
新
分
団
長
及
び
隊
長
】 (
敬
称
略
)

　

第
４
分
団
長

　
　
　

石
崎

　

宏
行

　

第
６
分
団
長

　
　
　

田
上

　

卓

　

第
９
分
団
長

　
　
　

鶴
田

　

浩
二

　

第
10
分
団
長

　
　
　

椎
葉

　

章

　

第
12
分
団
長

　
　
　

岩
崎

　

達
哉

　

女
性
消
防
隊
長

　
　

高
木

　

美
柚

【
退
職
分
団
長
及
び
隊
長
】 (
敬
称
略
)

　

前
第
４
分
団
長

　
　

西
山

　

尚
志

　

前
第
６
分
団
長

　
　

椎
葉

　

孝
弘

　

前
第
９
分
団
長

　
　

犬
童

　

信
介

　

前
第
10
分
団
長

　
　

川
村

　

俊
裕

　

前
第
12
分
団
長

　
　

吉
村

　

直
哉

　

前
女
性
消
防
隊
長

　

栗
崎

　

夕
菜

【
指
導
員
】 (
敬
称
略
)

　

第
４
分
団
第
１
部

　

西
山

　

尚
志

　

第
９
分
団
第
２
部

　

犬
童

　

信
介

　

第
10
分
団
第
２
部

　

川
村

　

俊
裕

　

第
12
分
団
第
１
部

　

吉
村

　

直
哉

４
ン
ド

町
消

操
法入

た
団

へ
感

新
分

名
の

令
が

を
代

宮
本

義
務

と
宣ま

団
長

定
例

に
第

章
さ

部
表そ

で
ポ

防
ポ

性
を

機
敏

プ
レ

果
を

広
げ

͎ ᴵ �ࢳ ◌� ࣻ ႔జᓦ ᣝ   ・  о
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受章された愛瀬班長受章された愛瀬班長受章された愛瀬班長

退職された前分団長退職された前分団長退職された前分団長

▲新分団長▲新分団長▲新分団長
◀ 新入団代表　宮本実来さん◀ 新入団代表　宮本実来さん◀ 新入団代表　宮本実来さん

優勝した１分団１部の選手たち優勝した１分団１部の選手たち優勝した１分団１部の選手たち

優勝した11分団３部の選手たち優勝した11分団３部の選手たち優勝した11分団３部の選手たち



防災無線は常に電源を入れておきましょう 

͉ ៲ ◌៝・ ・ ╳ （町指定重要文化財）
　

久
米
地
区
、
勘
代
寺
の
東
側
に
あ

る
こ
の
神
社
は
、
永
禄
９
年
(
１
５

６
６
)

に
相
良
治
頼
の
霊
社
と
し
て

建
立
さ
れ
た
社
で
、
日
本
遺
産
の
構

成
文
化
財
で
も
あ
り
ま
す
。
社
殿
内

後
方
に
壇
を
設
け
て
宮
殿
を
置
き
、

中
に
は
男
女
神
坐
像
が
安
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
カ
ヤ
材
の
一
木
造
で
、
男

神
像
高
40
㎝
。
女
神
像
高
39
㎝
。

　

相
良
治
頼
は
八
代
岡
の
地
頭
で
、

多
良
木
城
主
で
あ
っ
た
相
良
頼
泰
の

孫
で
す
。
天
文
14
年
(
１
５
４
５
)

に
謀
叛
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
こ
と

で
、
わ
ず
か
な
手
勢
と
共
に
、
八
代

を
出
奔
し
人
吉
〜
真
幸
〜
多
良
木
と

移
動
し
て
、
人
吉
勢
と
「
耳
取
原
の

合
戦
」
の
後
、
久
米
に
逃
走
し
ま
し

た
。
そ
の
後
槻
木
峠
を
経
て
日
向
豊

後
佐
賀
関
に
逃
げ
延
び
ま
し
た
が
、

翌
年
33
歳
で
病
死
し
ま
し
た
。

　

治
頼
は
法
力
を
持
っ
た
武
将
と
恐

れ
ら
れ
、
死
後
祟
る
こ
と
が
多
く
、

鎮
魂
の
た
め
に
郡
内
に
霊
社
が
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
治
頼
を
祀
る
霊
社
は
、

町
内
に
は
多
良
木
新
山
八
幡
、
東
多

良
木
(

池
王
神
社
に
合
祀
)

が
あ
り

ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

黒
の
蔵

　

☎
４
２-

７
５
２
０
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み
み
と
り
ば
る

はるより

　町では、百歳を迎えられる方に祝辞と記念品「多良木町商工会商品券（10万円分）」を贈り、ご長寿を

お祝いしています。今回は、百歳を迎えられた横瀬鶴子さんへお話を伺いました。
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▽
好
き
な
食
べ
物
　

　

好
き
嫌
い
は
な
く
、
１
日
３
食

し
っ
か
り
食
べ
ま
す
。
甘
い
も
の

(
ま
ん
じ
ゅ
う
等
)

が
大
好
き
で
、

お
や
つ
を
入
れ
る
と
１
日
５
食
に

な
り
ま
す
。

▽
趣
味
　

　

新
聞
を
読
む
こ
と
で
す

▽
最
近
、
嬉
し
か
っ
た
こ
と
　

　

約
10
人
の
孫
と
ひ
孫
が
帰
っ
て

き
て
１
０
０
歳
を
祝
っ
て
く
れ
て
、

と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

▽
長
生
き
の
秘
訣

　

家
族
仲
が
い
い
こ
と
が
一
番
、

ケ
ン
カ
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
普
段
の
生
活
か
ら
子
ど

も
が
い
ろ
い
ろ
と
助
け
て
く
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

▽
ご
家
族
か
ら
見
た
鶴
子
さ
ん

　

海
外
旅
行
が
好
き
で
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
台
湾
、
バ
リ
島
等
い
ろ

ん
な
国
を
訪
れ
て
い
て
、
と
て
も

元
気
な
母
で
す
。
３
月
か
ら
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
に
通
い
始
め
た
の
で
、

楽
し
み
を
も
っ
て
過
ご
し
て
ほ
し

い
で
す
。

▽
今
後
の
抱
負

　

家
族
が
た
く
さ
ん
助
け
て
く
れ

ま
す
が
で
き
る
だ
け
迷
惑
は
か
け

な
い
よ
う
に
、
健
康
に
は
留
意
し

て
い
き
た
い
で
す
。
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日
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防災無線は常に電源を入れておきましょう 

令和８ 年度 多良木町助成事業一覧
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建設課

（上下水道係）

☎42-1259

令和９年２月
末日まで
※予算がなく
なり次第終了

建設課

（建設係）

☎42-1259

令和８年10月末
※予算がなく
なり次第終了

本町の住民基本台帳
に記録されている者
または登録を予定し
ている者

居住している建物や貸家目
的に所有している建物の維
持や機能向上のために行う
増改築、模様替えなどで10
万円以上の工事に対する補助

補助対象工事費
の20％
（上限20万円）

ʴ ˂ ʪ ޤ ʟ ɳͳ
ᦂഈ ᛃ̜ Ӓ

下水道処理区域外の
一般世帯

合併処理浄化槽を設置する
場合、または既設の単独処
理浄化槽を撤去して設置す
る場合の整備に対する補助

５人槽　
502,000円～ԇ �ഽ◌๎ Ꮪ ・ ϶

ᦂഈ ᛃ̜ Ӓ

住宅の所有者で町税
などを滞納していな
い者

耐震診断の結果、倒壊の危
険性があると判断された住
宅などに耐震設計・改修・建
替えなどを行う費用に対す
る補助

最高1，575，000
万円ただし、助
成内容により補
助率が変わるた
め、事前相談が
必要

ȹ �ੑޤ  జ ᣲ ͳ
ኄ � ഈᐔ ・ ・ ε

ᦂᛃ Ӓ

原則として住宅所有
者

県内にある戸建木造住宅の
うち、住宅所有者が現に住
んでいるもので、平成12年
５月３１日以前に着工した住
宅等に対し、耐震診断を行
うための補助

上限204,000円

� ഈᐔ ᛃ・ ・ ̜

ᦂӒ

令和９年３月
31日まで
※予算がなく
なり次第終了

町内で自ら居住する
ための住宅を新築す
る者（建設後、町内に
定住する者を含む）

多良木産材を使用し、多良
木町の業者により新築する
ことで、町内の木材利用促
進につなげるための補助
補助対象住宅の完成代金を
建築業者に支払った日から
起算して１年を経過するま
で申請可

木材価格の50％
上限１００万円

జޤ  ᣲ ・ ・ ̜ͳ
ᦂഈ ᛃ Ӓ

土砂災害危険住宅に
居住しているもの

土砂災害特別警戒区域等に
存する建築物で住宅用（賃
貸住宅を除く）に供するもの
からの移転にかかる経費の
補助

上限額３００万円
ただし、条件に
よって最高額３
３０万円

� ད Բ・ᆂ ͳ
ޤ  ◌ᢆሉ ഈ・ ・ ̜

ᦂᛃ Ӓ

支障木の所有または
管理する者

町内の道路などに繁茂し、
通行の妨げになる樹木の伐
採に要する費用に対する補助

補助対象の１/２以内
上限１０万円

�ኄ େ◌ୖ జ�ᣮ̬ ・

Ս ̜ ᦂഈ ᛃ・ Ӓ

令和９年３月
31日まで
※予算がなく
なり次第終了

町内に居住する家庭
の生ごみを処理する
ために処理容器等を
購入する者

生ごみの処理を目的とする
容器等を町内の販売店等で
購入し、設置する費用に対
する補助
処理容器　1世帯2台まで、
処理機　1世帯1台まで

補助率50％
(千円未満切捨)上限
処理容器 
3,000円/台
処理機　
30,000円/台

ȧ◌ႊ◌ႆ・ ・ ɒ ѿ

߁ � ኄ◌ျ Ꮪ � 

ᦂഈ ᛃ Ӓ

農林整備課

（林業振興係）

☎42-1267

農林整備課

（林業振興係）

☎42-1267

ਯ ͘ ̞ͅ ̳ͥ  ު◌੩ ◌଼ ম

広報たらぎ 2026．5 ６

◌� � ጌ ሻ  နత  ಉ ౧ ಇಎ ద౼ ಡ ౧ ಉ ౺ � ವ ಧ ಇಎಌ ಮ ౧ ಉ ౺ ಒಉ ౺ ಡ  ᣠボ ・ ⇁ ⇕・ ・・㔵 㠷 㚼 㖋㠷⢧
� ᵕ◌ྐྵ၈ ၡಎಥ ಧ ಌಥ ಭಡ ౼ ಊ థ౺ ಒ ಡಊ ౭ ౧ ಲ ౾ ◌ಃ ౸ ౧ దᐘ ᓦ ᐙ㥯・ ・ ・ ・ ・ ・ ・㗍 㗾⁖

１０万円以上の工事等
であり、町内の業者を
利用して、修繕工事な
どを行なう者

暴風や豪雨などの自然現象
により、被害を受けた住宅
などの修繕工事などに要す
る経費の補助

補助対象工事費
の20％上限２０
万円

Ⱦ◌ུད ኄᒲ ・ ɛ

◌े க� ഈᚱɞ ・

ᦂᛃ Ӓ

危機管理防災課

☎42-1262

※修繕工事などを
行う前に、事前審
査が必要

随時、相談受付。
※予算がなく
なり次第終了
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福祉課

（子育て支援係）

☎42-1255

町内に住所のある保
護者で、引き続き町内
に３年以上居住する
ことを確約し、生まれ
た子どもは出生時に
多良木町の住民であ
ること

町民の定住と人口増を目指
し、活気あふれた多良木町
を築くための助成

第１・２子：10万円
第３子：15万円
第４子：20万円
第５子以降：25万円

出産日から
60日以内

ҋ ◌ႆ ᇗ ȗ ᦂ

多良木町から人吉球
磨地域の高等学校な
どに公共交通機関を
利用して通学する生
徒の保護者など

通学の経済的負担を減らし、
子育て環境の整備や魅力あ
る地域づくりの推進を図る
ための助成

通学定期券とし
て購入した額の
３分の１

定期券購入日
の翌日から90
日以内

� ޙ  ኄޙ  ኄಇ ᣮ

ᦂ៵ Ӓ ・

町内に居住する０歳か
ら18歳までの子ども

子どもの疾病の早期治療を
促進し、その健康の保持と
健全な育成を図るため、子
どもの医療費を助成

医療費の自己負
担分

保険医療機関
で診療を受け
た日が属する
月の末日から
起算して６ヶ
月以内

ȼ ԗ ފ ჵ ៵ɕ Ӓ ・

ঊ  ̀ͅ ̳ͥ  ު◌੩ ◌଼ ম

町内に住所を有し、町
内外の保育施設を利
用されている児童の
保護者など

保育園についての経済的負
担を軽減するための助成

保育料・副食費：
無償୳ᑎί һˁ � ៵

ԇ◌ི
Р

申請の
必要なし

申請の
必要なし

町内に居住する１歳
以下の子ども

避難用防災リュックや使い
捨て哺乳瓶、液体ミルク、救
急セットなどを配布

̓ ࢺ ◌� ད◌ႊз

ʴ ʯ ̜�ᥓ ഈʍ ɹ
―

申請の必要なし
（対象世帯に
「配布通知書」
を送付）

危機管理防災課

☎42-1262

⑴多良木町立小中学
　校に在籍する児童
　生徒の保護者など
⑵児童生徒が町内に
　住所を有し、特別支
　援学校に通学する
　児童生徒の保護者
　など

学校給食費の保護者などの
負担額は無償（学校給食費
の全部または一部について、
国または地方公共団体の扶
助、その他の給付などを受
けた場合の負担額は、学校
給食費から当該給付の額を
除いた額について無償とする）

学校給食費：
無償

� ԇ ޙ ◌ིፈಇ ៵ Р
学校給食センター

☎42-2035
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以下の⑴～⑶の50歳
以下の者が、該当した
日 か ら 各 年 で 概 ね
200日以上従事し、２
年以上経過した者
⑴農業　独立自営、親
　元就農、法人経営参
　画又は承継
⑵林業　独立自営、親
　元就業、法人経営参
　画又は承継
⑶商工業　独立自営、
　事業承継

将来、多良木町の中核的な
担い手を目指す町内に住所
のある者に就業祝い金とし
て町からお祝い金を支給

５０万円

対象となって
から１年以内

産業振興課

☎42-1252

農林整備課

（林業振興係）

☎42-1267

・ ◌ު    ̳ͥ ࢥ  ު◌◌ႅ ੩ ◌଼ ম・

町内の中小企業者等
で、対象事業完了時に
新規正規雇用者が３
人以上

工事・店舗等の敷地造成お
よび構築物の設置。高度化
設備などに対する補助

対象事業費の15％以内、
上限４５０万円
正規雇用者が50
人以上の場合は
１,３５０万円

˹  �  ႔జᓦߴ◌

ᦂഈ ળ ᒾ ᛃ Ӓ

年3回
＊4月末日
＊7月末日
＊10月末日

町内の空き家・空き店舗な
どを活用し、新規に出店す
るための改修や、空き家な
どの所有者が新規出店を可
能にするために自ら改修す
るための自主改修の補助。
ただし、３年以上継続して営
業するもの

小売業者、IT関連産
業、飲食業またはサー
ビス業

対象事業費の２
分の１以内で上
限１００万円Ƞሳ႔జᓦ ・

Ƞ �ሳ ኄ ◌๊ᓇˁ

ᦂ◌ႊ ഈ ᛃ Ӓ

産業振興課

（商工業振興係）

☎42-1252
年3回
＊4月末日
＊7月末日
＊10月末日
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町内に住所があり、出
生後おおむね１か月
を経過した乳児

１か月児健康診査費用の
助成

上限4,000円
ᴮ Ȟ з � �ఌ ϧ

◌ႊ౼ ៵ Ӓ ・

１か月児健康診
査を受診した日
から起算して６
ヶ月以内

町内に住所があり、が
んと診断され、がん治
療を受けた、又は現に
受けていてがん治療
によりウィッグや乳
房補整具等を購入し
ている者

がん患者の外見の変化を
補完するウィッグや乳房
補整具等の購入費用に対
する補助

補助率50％（100
円未満切捨）
＊ウィッグ、乳
　房補整具等
　各上限２万円 

ȟ প ᐐɦ ɬ ʞ ɬ

ʳ ʽ ഈʃ ɻ ɬ ̜

ᦂᛃ Ӓ

ウィッグや乳房
補整具等を購入
した日の翌日か
ら１年以内

通年町内に住所のある者
事前の申請により、鍼灸
治療費の一部を助成

１日１回かつ
年36回まで
１回500円

ཏ ፈჵஃ େ◌ୖᨊ ៵

ഈ̜

健診毎に受診票
を病院に提出

町内に住所のある妊婦 妊婦健康診査14回分を
助成

指定内容の14回分ݤ� � ౼ ϧܬ៵

Ӓ ・

委託歯科医院を受
診の際、歯科健康
診査票を提出

町内に住所のある妊婦 妊娠中に受けた歯科健康
診査費用を助成

妊娠中１回のみ
無料 

ݤ �ථ ܬ ϧᇼ

౼ ៵ Ӓ ・

通年

夫および妻の両方ま
たはいずれか一方が
町内に住所のある婚
姻関係にある夫婦

保険適応分の一般不妊治
療、人工授精、体外受精、
顕微授精および男性不妊
治療費用と先進医療の一
部助成

＊一般不妊治療
　（人工授精含む）
　各上限５万円
＊体外受精、顕
　微授精、男性
　不妊治療
　１回の治療で、
　各上限10万円
＊先進医療
　（保険適応外）
　上限10万円

ኄჵผ ܬ៵ Ӓ˪
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出産時に町内に住所
のある妊婦が出産し
た新生児

出生後に産婦人科で受け
た聴覚検査費用を助成。
検査の種類はAABRまた
はOAE検査

１人あたり１回のみ
上限7,000円

委託産婦科へ事
前に受診票を提
出、または検査
後３か月以内

町内に住所のある小
学校に入学する前ま
での幼児

おたふくかぜワクチン接
種後、申請によって償還
（接種に関する同意が必要）

1人あたり２回を
限度
上限6,160円

予防接種後１年
以内

ȝ Ȳ Ɉ Ȣ Ȟ ȯ ʹ

ʽ ̙◌� ሗɹ ʋ ・

ᦂ◌ႊ៵ ᛃ Ӓ

住民ほけん課

（保健衛生係）

☎42-1100

  ̳ͥ  ު◌ၷ ੩ ◌଼ ম

出産日の翌日か
ら起算して、６
か月以内

ݤ Ⱦ Ȭ ܬ࢙ � ɞ

Ɂ ݙ ஃ・ ґ ・ ・
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町内に住所があり、遠
方の分娩取扱施設で
出産する必要がある
妊婦

妊婦健診及び出産のため、
分娩取扱施設への移動に
かかる交通費及び出産ま
での間当該分娩取扱施設
の近くで待機するための
近隣宿泊施設の宿泊費

（出産時の入院前の前泊
分）の助成

【交通費】
移動手段や距離
に応じて変動す
るため要相談
【宿泊費】
実費額から、１
泊当たり2,000
円を控除した額
と、6,000円と
を比較していず
れか低い額

町内に住所を有し、産
後１年未満の母親並
びにその新生児及び
乳児同居家族

産後ケア事業費用の自己
負担分

①対象事業費の80％
②町民税課税世
帯に属する場合
は利用者負担金
のうち２分の１を
減免、町民税非
課税世帯又は生
活保護世帯に属
する場合は利用
者負担金を免除

◌ႇ ◌ऻ ഈ ៵ɻ ɬ ̜

Ӓ ・

産後ケア事業を
利用した日から
起算して６ヶ月
以内
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◌�႔జᓦ ・ ɵ

ʫ ʳ � ᦂᏚ ᛃ Ӓ

・本町の区域内に住所
を有する者
・本町の区域内に事業
所等が所在する法人
若しくは個人事業者

防犯カメラの設置に必要
な経費の一部補助

＊対象経費の２分の
１以内で、最大２万円。
＊100円未満は切り捨て
＊補助回数は１回限り

購入した日か
ら起算して４
ヶ月以内

◌ᢆ႔జᓦ ᒲ ・

ʵ ʫ ᠔◌ႊ ʢ ʍ ʒ

ᦂ៵ ᛃо Ӓ

町内在住の個人で自
転車を使用する方（使
用者が未成年者の場
合には、その保護者）

新品の自転車用ヘルメッ
ト購入費用の一部補助
指定販売業者店での委任
申請が可能となりました。

最大2,000円
（使用者１人につき１個）
※ 購 入 価 格 が
2,000円未満の場
合は、100円未満切
り捨ての販売価格

ヘルメットを
購入した日か
ら起算して３
ヶ月以内

生涯学習課

（社会教育係）

☎42-1266公民分館 公民分館の新築工事、増
築工事、改築工事、下水
道排水設備工事、多良木
町下水道計画区域外の公
民分館の合併浄化槽設置
工事に対する補助

①新築、増築、改修
　は対象経費の20%
　（上限１００万円）
②運動広場整備工
　事は一律50,000
　円など

◌�႔జᓦ у・ ґ

ᦂഈ ᛃ・ ̜ Ӓ϶

改修や増築な
ど計画前に社
会教育係に要
協議

町内に住所のある者
で、別に定める助成対
象となる個人または
団体など

各種大会などに参加する
ための旅行に必要な交通
費および宿泊料にかかる
実費を補助。宿泊料は、別
に定める宿泊料の定額以
内とする

助成対象によって
助成率が変わるた
め、要相談

႔జ ଡ଼ᓦ ᑎ  ◌݃ 

 ͢◌� ሗյΡ  

͢ ҋ ᦂኄ ᛃ Ӓ

※出場する大
会などが分か
り次第、申請
前に社会教育
係へ要相談

文化財管理者および
管理団体

歴史文化遺産本体の修繕
や周辺環境の改善などの
整備に対する補助

①国・県指定は対
象事業費の80%
②町指定は対象経
費の75%（上限有り）
③町登録文化財は
対象経費の50%
（上限有り）

խ႔జ ධ ୫ᓦ 

ԇ ◌� ႇ◌ސ  ί ・ ϶

ᦂኄ ᛃ Ӓ

※指定文化財
の修理は制限
があるため、実
施前に歴史観
光係へ要相談

̷ ͈  ު◌ఈ� ੩ ◌଼ ম
ջഈ̜  ࢙ ኄ ៎◌߁  ᐐ Ӓ ・ ю လӒ ・ ˁ � � ኄ˨ ◌�႑ ఙ・ ፅᣵ а

ᦂ႔ ܹ◌◌ܾ ᛃε Ӓᆅ

5人以上で北海道南
幌町研修を実施する
町内の各種団体や住
民グループ、町内に事
業のある中小企業者

姉妹町北海道南幌町への
研修旅行に必要な経費に
対する補助

町内に住所のあ
る12歳以上の者
１人につき、年度
内１回を限度に２
万円

研修を実施す
る15日前まで

企画観光課

（企画係）

☎42-1257

႔జ  ◌๊ᓦ  

ᦂେ◌ୖ ᛃӦ ・ Ӓ

行政区 「地域の課題」や「将来の行
政区のあり方」について、
地域が主体となって取り
組む事業に対する補助

補助対象経費の
10分の10以内
上限１０万円

年１回
（４月頃から
５月頃を予定）

＊運転免許証を自主
返納した時点で満70
歳以上の者または疾病
等で自主返納された者
＊運転免許証の自主
返納日から引き続き、
町内に住所のある者

多良木町予約制乗合タク
シー乗車無料回数券また
は、多良木町商工会商品
券の交付

乗車無料回数券30枚
商品券3,000円分

�႔జᓦ ᐐ ・

� ��◌ᢆኄ ᒲе

˿ ጞ େ◌ୖ ഈᣌ ・ ̜

運転免許証を
自主 返納 した
日から１年以内

広報たらぎ 2026．5９

危機管理防災課

☎42-1262

企画観光課

（歴史観光係）

☎42-1257
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ᴮ ȝ Ɇ ҋ ɁՖ େ◌ୖ ക มǽ о ɛ

　　本町の令和７年度下半期（令和８年３月末日現在、予算については３月補正後）において、各会計ご

　との収入および支出の状況は次のとおりです。

　　地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計で、他の特別会計で計上される以外

　のすべての経費を処理しています。

　　令和７年度は当初予算額78億9,400万円に９回の補正を行い、1億7,379万円を増額しています。

 � ༧জ� � � � � �

ˢ � ᴷ�አ ፱ᓐ �・ ǽ ̙ ¸ °И¶ ¬· · ¹ ˥ я

ද ǽ о

　　　　区分
科目 � ǽ ǽ ǽ ǽ ǽ ・

予算額Ａ 収入率

Ｂ/Ａ構成比金　額構成比金　額

収入済額Ｂ

ᴥ Ԩ ᴷ ᴦ˥ яͱ

利子割交付金等
預金利子等の所得に対し分離課税される県民税
収入から町に交付されるもの

環境性能割交付金
自動車取得税交付金の廃止に伴い、自動車取得時に
賦課される自動車税環境性能割の一部が交付される

地方消費税交付金 消費税から地方消費税として町へ交付されるもの

町　　　　　税 町民の方々から納付していただいた税金

地 方 譲 与 税 国が国税として徴収し、一定基準によって町に譲与される税

地 方 交 付 税 町が自主的に行政を執行できるよう国から交付される財源

地方特例交付金 地方税の減税に伴う減収額を補てんするため国から交付

分担金及び負担金 事業の受益者からの分担金等

使用料及び手数料 各種施設の使用料等

国 庫 支 出 金 国が交付する補助金等

基金等からの繰入金繰　　入　　金

健康診断個人負担金等雑収入諸　　収　　入

国などから借りた借金等町　　　　　債

合　　　　　計

県　支　出　金 県が交付する補助金等

財　産　収　入 町有林の立木売払収入等

寄　　附　　金 ふるさと応援寄附金や町民の方からの寄附金等

繰　　越　　金 前年度繰越金

˿ Ƚ ɂ�Ֆ  ǽ о Ǿ ・ ̬ ・ ሎ ³ ´ И

ሎ႔¸ ¬· °² ˥ яǾ ¸ Иµ ¬ · ¹ ¹ ˥ яǾ 

Ⱥᦂሎ ̬�៵・ ・ ² Иµ ¬¹ ´ ³ ˥ я Ǿ

пͶ Ɂ ɂ ᴢ Ȼ Ƚ ȶ ȹ ȗ ȬՖ လо ¹ ² ɑ ǿ

Ƚ ȝ ҋ Ƚ ȼ ̜�ᦂ ኄ႔ େ◌ୖǾ ɗᅇ Ͻ
Ⱦ ͧ Ⱦ ȗ ȹ ɂද оș ȷ ҋ � ᴥጞ ᨎǾ µ

ᴦ Ⱦ Ȼ Ƚ ȶ ȹ ȗ Ȭ ◌ްՖఌ ஓ³ ± Ұ о ̙ ɑ ǿ

Ֆ о  �  · ´ И² ¬°· ² ˥ я・ ഫ ・

ሎ ・ ̬ ・
´ · ®°¥

Ֆច оˁ � ᦂ ߆ µ ®² ¥

ሎឲ ・ ˁ˫  ・

Ƚ ȼᦂሎ ̬�៵・
µ ®· ¥

ሎ႔
±±®¶ ¥

႔ Ͻ °®°¥

 ˁ ҋ ᦂେ◌ୖᅇ

±¹ ®³ ¥

ɆՒ◌ႊ ୳ ਖ਼ ◌ୣ୳Έ ±®² ¥

Ɇᦂ ᦂՒઆ આ២ґ °®² ¥ Ֆ◌ႇ៣ о ±®±¥

ᦂᎱ о ² ®́ ¥

ᠰ ᦂᎱ ¶ ®³ ¥

±°®°¥

±®́ ¥

°®́ ¥

³ ®² ¥

°®±¥

°®±¥

´ °®· ¥

°®² ¥

±®±¥

±³ ®±¥

±±®µ ¥

±®°¥

´ ®³ ¥

² ®· ¥

µ ®̧ ¥

±®±¥

³ ®³ ¥

±°°¥

¸ °¬· ±²

±±¬² ¶ ¸

² ¬̧ · ´

² µ ¬¹ ´ ³

¶ ¶ ´

´ µ µ

³ ² · ¬¹ ² ¹

±¬µ · µ

¹ ¬°́ µ

±°µ ¬· °±

¹ ² ¬³ ¹ ²

· ¬¹ ¸ µ

³ µ ¬°́ µ

² ² ¬°¹ µ

´ ¶ ¬¹ · ·

¹ ¬² µ ¹

² ¶ ¬̧ ¶ °

¸ °¶ ¬· · ¹

±±®¶ ¥

±®µ ¥

°®µ ¥

³ ®µ ¥

°®±¥

°®±¥

´ · ®°¥

°®² ¥

±®² ¥

±±®· ¥

· ®¶ ¥

±®±¥

´ ®³ ¥

² ®́ ¥

¶ ®³ ¥

°®¹ ¥

°®°¥

±°°¥

±°¶ ®³ ¥

±°² ®² ¥

±±¹ ®°¥

±°°®°¥

±°³ ®µ ¥

±°°®°¥

±°¶ ®³ ¥

· ´ ®· ¥

¹ ¸ ®̧ ¥

¸ ² ®³ ¥

¶ ±®́ ¥

±°°®² ¥

¹ ±®¶ ¥

¸ °®°¥

±°°®°¥

· µ ®°¥

°®°¥

¹ ² ®°¥

¸ µ ¬· ¹ ¹

±±¬µ ² ±

³ ¬́ ² °

² µ ¬¹ ´ ³

¶ ¸ ·

´ µ µ

³ ´ ¸ ¬· °²

±¬±· ·

¸ ¬¹ ³ ¹

¸ · ¬°³ °

µ ¶ ¬· ±°

¸ ¬°°³

³ ² ¬°¹ µ

±· ¬¶ ¶ ¸

´ ¶ ¬¹ · ·

¶ ¬¹ ´ ¶

°

· ´ ² ¬°· ²



¶ ¬°̧ ³

±¹ ´ ¬² ¹ ³

² ±°¬́ ² ²

· °¬µ ³ ±

· ´ ¬³ ¸ ¸

¶ ¬³ ´ ¸

¶ ±¬°³ ³

³ ² ¬±¶ ²

µ · ¬· ¶ ¹

² ¶ ¬¹ ² ²

¶ ¶ ¬±̧ ³

¶ ´ µ

¸ °¶ ¬· · ¹

広報たらぎ 2026．511

防災無線は常に電源を入れておきましょう 

ҋද ǽ

　　　　　　　　　　　　 区分

科目

予算額Ａ 支出率

Ｂ/Ａ構成比金　額構成比金　額

支出済額Ｂ

ǽ ͢ឰ ៵ǽ ǽ ǽ

Ɂ Ƚ ȼ�ឰ � ϸ

፱ ៵ǽ ǽ ө ǽ ǽ

� ከ ◌ျஃ ˁ አ・ ˁ � Ƚ ȼ 

◌ႆ ៵・ ǽ ǽ ǽ ǽ

ᇩ ᇐ ഈ̜ފ  ˁ ȹ Ƚ ȼେ◌ୖᑎ ・

◌ႆ ៵ᚖ ǽ ǽ ǽ ǽ

ȧ ◌ျɒ ѿ ˁ Ƚ ȼ�೫・ͳ

◌ႇ෩ ഈ ៵ᣁ ・

Ƚ ȼᣁ  Ǿ ・ ・ ・ ϶

� ៵ ǽ ǽ ǽ ǽ

� Ɂഈ ળ ᒾ Ǿ � Ƚ ȼб

జ ៵ ǽ ǽ ǽ ǽ

� �Ɂ Ƚ ȼᡅ ธǾ ・ ϶

◌� ៵・ ǽ ǽ ǽ ǽ

◌� Ƚ ȼད
 ࢙ኍ◌๊・ Ӧ Ǿ ・

ଡ଼ ៵ᑎǽ ǽ ǽ ǽ

Ɂ Ƚ ȼ ޙ ከյ ◌ျಇ

ད ◌े க ៵・

� ᡅ ᣁǾ  Ǿ Ɂ� ◌े க・

៵уǽ ǽ ǽ ǽϽ
Ɂᦂ  ᣌϋ

៵̙ ǽ ǽ ǽ ǽ϶

ն ǽ ǽ ǽ ǽ ǽ ・

ᴥ Ԩ ᴷ ᴦ˥ яͱ

°®· ¥

² ´ ®±¥

² ¶ ®±¥

¸ ®· ¥

¹ ®² ¥

°®̧ ¥

· ®¶ ¥

´ ®°¥

· ®² ¥

³ ®³ ¥

¸ ®² ¥

°®±¥

±°°¥

µ ¬̧ ¶ ±

±±² ¬̧ ¹ µ

±¹ µ ¬· · ²

¶ · ¬· ³ ¸

¶ ¹ ¬̧ ´ µ

¶ ¬°µ ³

´ ¹ ¬· ¶ ³

³ °¬°· ²

µ ±¬±µ ¶

±±¬±̧ ²

¶ ¶ ¬°́ ¶

³ ³

¶ ¶ ¶ ¬́ ±¶

°®¹ ¥

±¶ ®¹ ¥

² ¹ ®́ ¥

±°®±¥

±°®µ ¥

°®¹ ¥

· ®µ ¥

´ ®µ ¥

· ®· ¥

±®· ¥

¹ ®¹ ¥

°®°¥

±°°¥

¹ ¶ ®́ ¥

µ ¸ ®±¥

¹ ³ ®°¥

¹ ¶ ®°¥

¹ ³ ®¹ ¥

¹ µ ®́ ¥

¸ ±®µ ¥

¹ ³ ®µ ¥

¸ ¸ ®¶ ¥

´ ±®µ ¥

¹ ¹ ®̧ ¥

µ ®±¥

¸ ² ®¶ ¥

ҋ ɂ ᴢ Ⱥလେ◌ୖǽ ¸ ² ®¶ Ǿ

Ȼ Ⱦ ̜� Ⱦኄպද റо

ͧ ҋ Ⱦ ȗ ȹ ɂද Ǿș ȷ

ҋ � Ⱦ ҋ ̙ ް◌ጞ େ◌ୖᨎ Ұ

・ ・ ・ ・ ・ ɑ ・ ǿ

େ◌ୖ ・  � ǽ ¶ ¶ И¶ ¬́ ±¶ ˥ я・ ഫ ・

◌ႆ ៵・
² ¹ ®́ ¥

◌ႆ ៵ᚖ
±°®±¥

፱ ៵ө
±¶ ®¹ ¥

ឰ ៵� °®¹ ¥

៵уϽ
¹ ®¹ ¥

◌ႇ෩ ഈ ៵ᣁ ・ ±°®µ ¥

�៵ °®¹ ¥

◌� ៵・ ´ ®µ ¥◌� ៵・ ´ ®µ ¥◌� ៵・ ´ ®µ ¥

 జ ៵ · ®µ ¥ జ ៵ · ®µ ¥ జ ៵ · ®µ ¥

ଡ଼ ៵ᑎ · ®· ¥

ད
◌े க ៵・ ±®· ¥
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特定の事業を行うときなどに経理を他の会計と区別する必要があるとき法律や条例に基づいて設置しています。

Ǵ � ҝ ͢࿑
 ・ ・ ί ・ϧ

　国民健康保険事業の歳入歳出等の財務に関する会計。

Ǵ � ԗ ҝ ͢࿑ჵ◌ऻ ఙ ᐐ・ ・

　75歳以上の方及び65歳以上の一定以上の障がいのある
　方への医療サービスを提供するための会計。

Ǵ ̄ Ԗ ҝ ͢࿑ዢ ◌ႇ៣ ・

　区有林経営事業の円滑な運営とその経理の適正化を
　図るために設置。

Ǵ ̿ � ҝ ͢࿑឴ ί ・

　介護保険事業の歳入歳出等の財務に関する会計。

　令和８年３月末日における町税全体（国民健康保険税を除く）の調定額は８億7,967万円で、これを多良木町の

人口8,038人（令和８年３月31日現在）で割ると、住民１人当たり109,440円となります。

国民健康保険特別会計（事業勘定） 

国民健康保険特別会計（直診勘定） 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

久 米 財 産 区 特 別 会 計

合　　　　　計

±±́ ¬· ² ´

¸ µ ±

±¹ ¬¹ ±́

±¶ ¹ ¬¹ µ ²

¹ · ¶

³ °¶ ¬́ ±·

±°°¬³ ¶ ¶

´ ¹ ¶

±¹ ¬· °·

±· ´ ¬· ¶ µ

¸ µ ¹

² ¹ ¶ ¬±¹ ³

¸ · ®µ ¥

µ ¸ ®³ ¥

¹ ¹ ®°¥

±°² ®̧ ¥

¸ ¸ ®°¥

¹ ¶ ®· ¥

¹ · ¬· µ ¹

¸ µ ±

±· ¬µ ³ µ

±µ ³ ¬· µ ´

¶ ´ ²

² · °¬µ ´ ±

¸ µ ®² ¥

±°°®°¥

¸ ¸ ®±¥

¹ °®µ ¥

¶ µ ®̧ ¥

¸ ¸ ®³ ¥

　　　　　　　　　　　区　分
会計名 予算額 収入済額 収入率 支出済額 支出率

（単位：万円）各特別会計収支状況

100.0%

50.0%

0.0%

予算額に対する収支割合

久
米
財
産
区

介
護
保
険

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
健
康
保
険

（
直
診
勘
定
）

国
民
健
康
保
険

（
事
業
勘
定
）

収入済額

支出済額

ᴯ Ɂઆ២ มǽ ・ ・ͳ

͎  ᴴ �ࢳ Ɂ ・ͳ ᴮ ̷ Ȳ Ɂ Ɂ �ሎ႔छ આ២ɝ ǽ ±°¹ ¬́ ´ °я

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
町民税 固定資産税 軽自動車税 市町村たばこ税

円

48,611

44,117
52,291

41,660
41,500

41,724

5,682 5,839 6,023

9,659
10,199

9,402

令和５年度

令和６年度

令和７年度

ҝ ͢ � ᴷ࿑ አ ն・ ̙ ・ ³ °И¶ ¬́ ±· ˥ я

ᴮ ̷ Ȳछ ɝ ǽ µ ² ¬² ¹ ±я

ᴮ ̷ Ȳछ ɝ ǽ ´ ±¬· ² ´ я

ᴮ ̷ Ȳछ ɝ ǽ ¶ ¬°² ³ я

ᴮ ̷ Ȳछ ɝ ǽ ¹ ¬́ °² я

87.5% 85.2%

58.3%

100.0% 99.0%

88.1%

102.8% 90.5%

88.0%

65.8%

●町民税

　個人及び法人等に対し「所得割」または「均
等割および所得割もしくは法人税割の合計額」

によって賦課される税。

●固定資産税

　固定資産（土地、家屋及び償却資産）に対し
賦課される税。

●軽自動車税

　原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車
および二輪の小型自動車に対し賦課される税。

●市町村たばこ税

　たばこの製造者等が、製造たばこを小売業者
に売り渡す場合において賦課される税。
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　　令和８年３月末日における各事業会計の経理の状況は、次のとおりです。

ᴱ ȝ Ɇ ˢ Ɂ �ᦂ◌ႇ ◌း៣ǽ Ǿ у ɛ ・ ϋ о  Ͻ

●行政財産

　　地方公共団体において公用または公共用に供し、

　または供する事と決定した財産。

●普通財産

　　行政財産以外の一切の財産。（行政財産と異なり、

　直接的に行政執行上の手段として使用されるもので

　はなく、間接的に町の行政に貢献させるため、管理

　処分がされるべき性質のもの）

本　　庁　　舎
その他の施設
  小　 学 　校
  中　 学 　校
  公 営 住 宅
  公　　　  園
  そ　 の　 他
山　　　　　林
　　　計
宅　　　　　地
山　　　　　林
原　　　　　野
そ　　の　　他
　　　計

13,037
2,857

75,472
43,342
72,064
26,145

259,463
491,278
983,658
47,635

11,945,025
461,820

0
12,454,480
13,438,138

5,133
2,339

14,948
8,000

19,934
315

22,598
0

73,267
902

0
0
0

902
74,169

11
22
30
6

126
11
90
0

296
10
0
0
0

10
306

行
　

政
　

財
　

産

公
共
用
財
産

普 

通 
財 
産

項　　　目 土　地 ㎡
建　　　物

延面積 ㎡ 棟 数

合　　　　計

公 有 財 産 の 状 況

令和８年３月末日における公有財産の状況は、次のとおりです。

509,150
508,351

799
83,774

0
10,160
7,667

0
610,751

27,010
27,010

0
4,060

0
1,050
2,220

0
34,340

51,647
50,915

732
10,383

0
1,216

461
0

63,707

484,513
484,446

67
77,451

0
9,994
9,426

0
581,384

　　　　　　　　　　元金
借入先　　　　　　　　

令和６年度
末 現 在 高

令和７年度
発行予定額

令和7年度
償 還 元 金

差引現在高

１ 政　府　資　金
 　 財政融資資金
 　 簡易生命保険資金等
２ 地方公共団体金融機構
３ 市　中　銀　行
４ その他の金融機関
５ 共　　済　　等
６ そ　　の　　他
　　 合　　計

一般会計（借入先別）

Ɂ� � �◌း ◌းม ᣅу  ・ ǽ ǽ  ・  µ ¸ И±¬³ ¸ ´ ˥ яϽ

●一時借入金
　　会計年度中に一時的に収支の不均衡を生

　じ、歳計現金が不足した場合に、その支払

　資金の不足を補うために地方公共団体が借

　り入れる借入金をいう。

　　一時借入金は、予算には歳入として計上

　しないものであり、その会計年度の歳入を

　もって、その会計年度において、償還しな

　ければならない。

ˢ Ɂ�ᦂ ◌း ม・ ϋ о  ・

・ ・ˢ �ᦂ ◌း・ ϋ о  
（単位：万円）

16,673

14,265

17,130

12,890

102.7%

90.4%

区　　　分 予算額 Ａ 収支済額 Ｂ Ｂ／Ａ

収益的収入および支出 （単位：万円）

水 道 事 業 収 入

水 道 事 業 支 出

0

8,283

0

6,157

0.0%

74.3%

区　　　分 予算額 Ａ 収支済額 Ｂ Ｂ／Ａ

資本的収入および支出 （単位：万円）

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

上水道事業会計

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分損
　益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金処分額で補塡す
　るものとする。

31,764

32,401

31,864

32,059

100.3%

98.9%

区　　　分 予算額 Ａ 収支済額 Ｂ Ｂ／Ａ

収益的収入および支出 （単位：万円）

下水道事業収入

下水道事業支出

5,382

15,148

5,382

15,148

100.0%

100.0%

区　　　分 予算額 Ａ 収支済額 Ｂ Ｂ／Ａ

資本的収入および支出 （単位：万円）

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

下水道事業会計

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分損
　益勘定留保資金で補填するものとする。
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ᴴ Ɂ ̙ Ɂአ ሉ႔ǽ ・
　　令和７年度の予算額（令和８年３月末日現在）は、一般会計で８０億６,７７９万円となり、前年より

　５,７６４万円増加しています。

　　一般会計予算の総額は、対前年比５,７６４万円の増額となりますが、主な増額の要因としては、口の

　坪地区住宅建設事業などが挙げられます。

ᴳ Ɂ Ɇ ◌�ᦂ ᦂՒ႔ǽ ϋ о
　　町の借入金（一般会計）は、令和７年度末予定で、５８億１,３８４万円となり、前年より２９,３６７万円

　減少しており、住民１人当り７２.３万円となります。

　　また、町の預金は、令和７年度末予定で４６億２,４５２万円となり、前年より３億５,９９３万円増加して

　おり、住民１人当り５７.５万円となります。

借入金現在高（公債現在高） 預金残高（基金残高）

１人当り　７２．３万円 １人当り　５７．５万円

令和８年３月３１日現在人口：8,038人

ᴵ Ɂ ◌� ᴥ � ᴦ Ȼ ᴥ � ᴦ Ɂᦂ ᦂ ᦂ ሉ႔ ◌းරǽ  ϋ у  ・Ͻ
　　預金残高（基金残高）の令和７年度末見込額は、４６億２,４５２万円となり、前年より３億５,９９３万円

　増加しています。

　　借金現在高（公債現在高）の令和７年度末見込額は、５８億１,３８４万円となり、対前年比２億９,３６７

　万円の減少となりました。

財政調整基金財政調整基金

24.3％24.3％

財政調整基金

24.3％

減債基金減債基金

15.8％15.8％

減債基金

15.8％

基金の構成

その他特定その他特定

目的基金目的基金

59.9％59.9％

その他特定

目的基金

59.9％

ᴲ Ɂᦂ มǽ  ・
　　令和８年３月末日における基金の状況は、次のとおりです。

区　　分

区　　分

財政調整基金

減債基金

その他特定目的基金

令和６年度
末現在高

令和７年度
積立予定額

令和７年度
取崩予定額

令和７年度
末見込額 

111,515

72,693

242,251

426,459

1,664

283

54,873

56,820

947

0

19,880

20,827 

112,232

72,976 

277,244

462,452

（単位：万円）



上水道料金負担軽減事業

LPガス価格高騰対応生活者支援事業

物価高騰対策地域消費促進商品券事業

畜産・酪農飼料等高騰緊急支援事業

防災無線は常に電源を入れておきましょう 
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福祉課　☎ 42－1255問

福祉課からの

お知らせC H E C K
障がいのある方へ

●障害児福祉手当

　▷対象　 身体ま たは知的・ 精神に重度の障がいがあり 、 日常生活に常に介護を 必要と する 2 0 歳未満の

　 　 　 　  在宅の方　 ※施設入所中や障がいによ る 年金を 受給し ている 方は対象外

　▷支給　 月額16,560円（ ２ 月、 ５ 月、 ８ 月、 11月にそれぞれ前月分ま での３ か月分）

●特別障害者手当

　▷対象　 身体ま たは知的・ 精神に重度の障がいがあり 、 日常生活に常に特別の介護を 必要と する 2 0 歳

　 　 　 　  以上の方　 ※施設入所中や病院に３ か月を 超えて入院し ている 方は対象外

　▷支給　 月額30,450円（ ２ 月、 ５ 月、 ８ 月、 11月にそれぞれ前月分ま での３ か月分）

●特別児童扶養手当

　▷対象　 2 0 歳未満で、 身体ま たは知的・ 精神に中度以上の障がいのある 児童を 養育し ている 父母。

　 　 　 　  ま たは父母に代わり 養育し ている 方

　▷支給　 ①１ 級　 一人につき 月額58,450円

　 　 　 　  ②２ 級　 一人につき 月額38,930円（ ４ 月、 ８ 月、 11月にそれぞれ前月分ま での４ か月分）

  ※各種手当は、 所得によ る 支給制限があり ま す。 ※令和８年４月から の手当額です。

各種手当があります

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

令和８年度 多良木町の物価高騰対策について

　 多良木町では、 国の「 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」 を 活用し 、 エネルギー・ 食料品価格

等の物価高騰の影響を 受けている 町内の生活者や事業者の皆さ ま の負担を 軽減する ために以下の支援事業

を 実施いたし ま す。

（Ｒ８予算：41,628千円）

　 令和８ 年４ 月分から 令和９ 年３ 月ま での上水

道基本料金の半額を免除し ま す。

（公的機関を除く）

 【建設課　42-1259】

（R8予算：9,440千円）

　 熊本県Ｌ Ｐ ガス 協会を 通じ て、 供給契約１ 件

につき 3 ,0 0 0 円を 支給し ま す。

（令和８年７月下旬支給開始予定）

 【企画観光課　42-1257】

（R8予算：49,544千円）

（R8予算：20,869千円）

　 町内畜産農家に対し 、 飼料価格等の高騰によ

る 負担増と なっ た分の一部を

補助し ま す。

 【産業振興課　42-1252】

供給契約 件

定）

　 町民１ 人当たり 5 ,0 0 0 円分の商品券を交付し
ま す。 さ ら に、 町上水道非接続世帯に対し 、 世
帯当たり 5 ,0 0 0 円分の商品券を 交付し ま す。
　配布時期：令和８年７月上旬より順次発送
　利用期間：令和８年８月１日（土）から
　　　　　　１０月３１日（土）まで

 【産業振興課　42-1252】
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すこやかだより

保健センター　☎ ４２－１１００　 FAX42－１１０１問

子どもの予防接種（無料）

　 年長児ま でに接種でき る 予防接種の予診票は、 冊子で渡し ていま す。 他に、 おたふく かぜ予防接種の助

成も あり ま す。

　 小学生で受けら れる 以下の予防接種は、 対象年度に通知が届き ま す。

〇日本脳炎予防接種： 小学４ 年生

〇二種混合予防接種： 小学６ 年生

〇ＨＰ Ｖ 感染症（ 子宮頸がん） 予防接種： 小学６ 年生の女子

※おたふく かぜ予防接種の補助申請方法が変わり ま し た。

　 事前の同意書は不要です。（ 接種後１ 年以内に申請）

妊婦の予防接種（無料）

〇Ｒ Ｓ ウ イ ルス 感染症予防接種

　 妊婦が接種する こ と で、 母体内で作ら れた抗体が胎盤を通じ てお腹の赤ちゃんに移行し 、 生ま れた赤ち

ゃんが出生時から Ｒ Ｓ ウ イ ルス に対する 予防効果を得る こ と ができ ま す。 接種について、 妊娠届出の際に

説明があり ま す。

予防接種について

忘れず受けましょう！

　 注射のイ メ ージが強い予防接種ですが、 ワ ク チン（ 予防接種に使う 薬） を注射する 、 飲ま せる 、 鼻から

吸わせる など し て、 病気に対する 免疫をつける こ と 、 免疫を強く する こ と を「 予防接種」 と いいま す。

自己負担の助成を受けての接種には期限があり ま すので、 受ける 際には早めに接種し ま し ょ う 。

 〇イ ンフ ルエンザ予防接種

〇新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症予防接種
詳し く は８ 月下旬に回覧等でお知ら せし ま す。

大人（65歳以上）の予防接種（一部自己負担有）

※１ 　 60歳以上65歳未満の方であっ て、 心臓、 腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ れる 程度の
　 　 障害を 有する 方やヒ ト 免疫不全ウ イ ルス によ り 免疫の機能に日常生活がほと んど 不可能な程度の障害を 有する 方は対

　 　 象と なる 場合があり ま す。 詳細は保健センタ ーへお尋ねく ださ い。

※２ 　 生活保護受給者は無料

６ ５ 歳の方

６ ６ 歳の誕生日の前日ま で

３ , ５ ０ ０ 円

対象者には通知（ 接種券） が届き ま す。
通知を確認の上、 医療機関へ申し 込んでく ださ い。

対象者　 ※１

接 種 期 間

個人負担金　 ※２

申 込 方 法

予 防 接 種 名 肺炎球菌感染症予防接種 帯状疱疹予防接種

令和８ 年度に以下の年齢になる 方
① 6 5 歳
② 7 0 ・ 7 5 ・ 8 0 ・ 8 5 ・ 9 0 ・ 9 5 ・ 10 0 歳

令和９ 年３ 月３ １ 日ま で

生ワ ク チン（ １ 回接種） 2 ,5 0 0 円

組換えワ ク チン（ ２ 回接種）
6 ,6 0 0 円/回×２ 回
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来訪相談の予約は、 「予約受付専用電話」 からも予約ができます。 　 ☎（ 0 5 7 0 ）0 5 -4 8 9 0

手元に年金手帳を準備する

☎ （ 0 9 6 5 ）3 5 －6 1 2 3
自動音声案内に従って番号を押す

Ⱦ ࢳ Ȭᦂਖ਼ ਖ਼� ໄЫ ɥ ɞ϶

市町村役場担当窓口を訪問

年金相談予約申し込み票を記入

窓口に提出して、予約日時を確認お客様相談室へつながります

Ʉ Ῥ ᢈ  Ⓤ ɡ ɡ

ご予約の方法は二通りご予約の方法は二通りご予約の方法は2 通り

年金請求・ 受取・ 相談の予約

年金相談の予約や、そのほかの
用件または職員にご用の方

ダイヤル回線の方や、操作方法、またはお問い合わせ先が

ご不明なときは、番号を押さずそのままお待ちください

ࢳ т ࢳ͍ ȝ �ᦂ ᦂ �ጙ ஓ ట ൡഫ റ̙ аǽ ө ・ ǽ ・ ・ᄾ ǽ ☎・ °¹ ¶ µ ・³ µ ・ ¶ ±² ³

国民年金インフォメ ーショ ン

※予約相談希望日の１ヶ月前から前日まで受付しています。

※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

予約相談の実施時間帯 月曜日　　　８：30～18：00　　※祝日の場合は、火曜日

火～金曜日　８：30～16：00

第２土曜日　９：30～15：00

○人吉会場：人吉市役所１階相談室　　○錦会場：錦町社会福祉協議会（温泉センター）

※今後のスケジュールは、随時お知らせします。

т ࢳ͍ ᴥ ᴦᦂ �ө ・ ǽ ☎ °¹ ¶ µ ³ µ ­¶ ±² ³ ǽ ǽ  ႔జ म   ᓦ ・ͳ Ɏ Ȥ � � ᦂɦࢳ  ί Ρǽ ☎´ ² ­±² µ ¶問

� ஓ�  ˁϸ

Ⱦ ȗ ȹጙ̙ ȷ

◆ 相談会スケジュ ール ◆

˒ ȁ ・

土金木水火月日
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土金木水火月日

※年金相談会は完全予約制です。

※キャンセルされる場合は、必ずご連絡をお願いします。

月曜日　　　８:30～19:00　　※祝日の場合は、火曜日

火～金曜日　８:30～17:15

第２土曜日　９:30～16:00

電話受付
時　　間

（　 を押す）１

（　 を押す）２

͎ ᴵ ఌ ࢳ ஓ¶ ±° � ஓ² ´ˁ � ఌ ஓ· ¸ˁ � ஓ² ²ˁ �

多良木町多目的研修センター　１階管理人室

広報たらぎ 2026．５17
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防災無線は常に電源を入れておきましょう 

　 地元で働ける こ と に、 安心と 同時に身の引き 締ま

る 思いです。

　 不慣れな点も あり 、 ご迷惑を おかけする こ と も 多

いかと 思いま すが、 少し でも 住民の皆様のお役に立

てる よ う 精一杯頑張り ま す。 業務上、 訪問する 機会

がある と 思いま すが、 地域のこ と はま だ知ら ない事

も 多いため、ご指導のほどよろしく お願いいたします。

　 地元多良木町に帰郷し 、 役場職員と し て業務に従

事出来る こ と が大変嬉し く 思いま す。

　 前職の業務及び生活ス タ イ ルから 大き く 変化し 、

不慣れな部分が多いですが、 仕事のみなら ず地域活

動にも 尽力し 、 地域の方々へのご奉仕を忘れず努め

てま いり ま す。

恒松 克典（38　福祉課福祉係　久米４区） 荒木 啓佑（28　税務課住民税係　久米４区）

写真左 写真右

TARAGI TOWN NEW FACE
新規採用職員の紹介

派遣職員の紹介

　 ４ 月１ 日よ り 、 熊本県と の人事交流で藤田皓大氏が赴任し ま し た。

企画観光課企画係長と し てこ れから ２ 年間の勤務と なり ま す。

　 よ ろ し く お願いいたし ま す。

校正中
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総 務 課

（42-6111）

町
　
　
　

長
　
　
　

部
　
　
　

局

教
育
委
員
会

総　　務

管　　財

後期高齢者医療広域連合派遣

黒木庄一郎

企画観光課

（42-1257）
浅川　英司

税 務 課

（42-1254）
椎葉　直宏

住民ほけん課

（42-1256）
竹下　政孝

福 祉 課

（42-1255）
吉地　美紀

産業振興課

（42-1252）
水田　寛明

建 設 課

（42-1259）
林田　裕一

農林整備課
（42-1267）

新堀　英治

生涯学習課

（42-1266）
魚住　雅彦

◎：主幹　　◆：調整監　　☆：参事　　★：専門員

３月の異動等

〇退職者

　権頭　聖河（旧福祉課子育て支援係）

部局 課 名 等 課　長 係　名 係長・主幹 課　　　　　　　員

◎ 中村　綾子
☆ 吉鶴　緑 ☆ 尾方　翔 ☆ 才津　宜大

　 宗像　星磨 　 鎌田　紘紀 ★ 仲川　広人

◎ 執柄　健一 ☆ 上村聡一朗

熊本県派遣 　 山下　義博  　田中　雄大

☆ 𠮷永　泰浩

危機管理防災課
（42-1262）

椎葉　純 危機管理防災  　多田　哲弥  　中神　彰仁

企　　画  　藤田　皓大 ☆ 黒木　佑宜 ☆ 柳川　智寛 　 高木　美柚

歴史観光 ◎ 永井　孝宏 ☆ 上村　麻妃 　 上田栄次朗

地方創生推進  　西　史子 ☆ 金子　貴範

財団派遣 ☆ 吉鶴光太郎  　沖松　保幸

固定資産税 　 黒木　勇樹 ☆ 上田　和明  　中神　瑠加

住 民 税 　 北﨑　正樹 ☆ 藤田　周平  　荒木　啓佑  　山下　陸

収　　納 　 大石　尚美  　坂上むつみ

地籍調査 ◎ 久保　広睦 ☆ 川口加奈子 　 塚本　宏

戸籍住民登録 ◎ 赤川　和幸 ☆ 山本光一郎 　 松尾　祐奈 　 栗崎　夕菜

保険年金  　山本　美和 ☆ 才津菜穂子 ☆ 溝辺　政孝 ☆ 瀧森　栞

 　秋山　宏文 ☆ 荒川　秀樹  　中村　航大

★ 恒松つぐみ ☆ 東　　祐 ☆ 田中　花愛保健衛生
 　松下　琢磨

　 中神　瑞生 ★ 松山　文子

兼 永井　香子

兼 里田　湧生
福　　祉  　渕田　美春

☆ 嶋元　竜也  　恒松　克典  　山下　遥奈

子育て支援  　執柄　由美
勘米良吏那 ☆ 里田　湧生 　 髙田　知花

兼 恒松　克典

高齢者支援 ◎ 山村　忍
☆ 永井　香子 ☆ 畠山　治  　佐々木里奈

　 下田　春香 兼 里田　湧生 兼 恒松　克典

農業振興  　西　輝樹
☆ 新堀　理絵 　 髙田　明宏  　南　優樹

　 村山　夢志  　森山　俊

商工業振興  　久保田　大  　久我洸一郎

建　　設 ◎ 那須研太郎
☆ 西　光太朗 　 椎葉　裕司 ☆ 安藤　弘樹

 　緒方　郷介

上下水道  　佐藤　愛子
◆ 東　健一郎 ☆ 山下　哲弥  　椎葉　尚子

　 善　奏都

農地整備  　那須　梢恵 ☆ 沖　敏行 　 西村高太朗

会 計 室
（42-1253）

会　　計木下　孝二  　村山　朋美 ☆ 上渕　志織 ★ 小林　昭洋

林業振興  　那須　隆二 　 瀬戸山陵斗 　 瀧森　脩平 　 上村安寿磨

学校給食 　兼 矢立　健 ☆ 下田　麻里

社会教育 ◎ 佐々木英人 　 柿山　穂積  　田澤　楓月

議会事務局
（42-1265）

議会 議会事務局林田　浩之  　金子めぐみ ☆ 矢立　志穂

◎ 上村由美子  　平田　真人農委
農業委員会

（42-1251）
事 務 局大森　博範

学校教育  　矢立　健 ☆ 小原恵梨香 　 中山　雄志 　 一川　貴史

多良木町職員名簿

左から岡本副町長、権頭氏、石井町長左から岡本副町長、権頭氏、石井町長左から岡本副町長、権頭氏、石井町長
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教育委員会だより

教育委員会　☎ 42－1266問

人権の重要課題としてみなさんはどんな課題があると思いますか？

「部落差別（同和問題）」

　 　 現在も なお部落差別（ 同和問題） が残っている のは、 こ の問題について正し く 学んでいないこ と が大き

　 な要因です。 部落差別（ 同和問題） の解決のためには、 正し く 理解・ 認識する と と も に、 自分自身で考え、

　 行動し ていく 態度を養う こ と が必要です。

解決のためには

　 ① 部落差別（ 同和問題） の解決に向けた教育・ 啓発の推進　 　 　 　 ② 差別事象の早期解決と 再発防止

　 ③ 公正採用選考の推進　 　 　 　 ④ 隣保館活動の支援　 　 　 　 ⑤ 相談機能の強化

これらに対する主な取組は次のようなものがあります！

部落差別（同和問題）とは

　 　 日本社会の歴史的発展の過程で形づく ら れた身分的差別によ り 、 今日においても 、 同和地区に生ま れた

　 又は住んでいる と いう 理由だけで、 根拠のない言い伝えや偏見によ って差別さ れ、 全ての国民に保障さ れ

　 ている 基本的人権が、 完全には保障さ れていないと いう 重大な人権問題のこ と です。

？

多良木未来塾の取組

　 学習意欲や学力の向上を目的と し て、 令和７ 年度から

多良木未来塾の取組が始ま り ま し た。

　 指導員は、 校長経験者をはじ め、 実際に学校で教科指

導をさ れていたベテラ ンの先生方８ 人です。

　 昨年度は、 小中学校併せて4 0 回程度の活動を行いま

し た。 小学校では、 算数の学習を未来塾指導員４ 人と 各

学校の先生方で、 つま ずいている 児童に対し 一緒に考え

たり 個別指導など を行ったり し ま し た。 中学校は、 １ ・

２ 年生と ３ 年生に分けて、 国語や数学、 英語を中学校の

先生方と 協力し て指導に当たり ま し た。

　 初年度の取組でし たが、 子ど も たちの学習意欲・ 学力

の向上につなぐ こ と ができ ればと 願っていま す。

　 今年度は、 よ り 充実し た多良木未来塾になる よ う 取組

んでいき たいと 思いま す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

0 5

▶ 結婚や就職の際に、出身地を理由に差別等をされること

▶ インターネット上で差別表現や差別情報が流されること　　▶ 不動産売買等における「土地差別」

▶ 職権の悪用等による戸籍謄本等の不正取得　　▶ えせ同和行為
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ワンストップ就労相談窓口・ジョブカフェ（無料）
　人吉球磨地域の人材確保・マッチングのため、 ジョ ブカフェ・球磨ブランチは事業所・求職者の方々の支援をして

います。 ま た、 出張相談会も 行っ ていま すので、 ど なたでも ど こ の会場でも お気軽にご相談く ださ い。

　　■対 象 者　 事業所、求職者本人、家族、学校の先生

　　■開所時間　 月曜日～金曜日　午前10時～午後５時　※祝日を除く（事前予約制）

　　■住　　所　 〒868-8503 人吉市西間下町86-1　球磨地域振興局３階

　出張相談会日程

■問合せ先　ジョブカフェ・球磨ブランチ　☎２２-０５５５　産業振興課商工業振興係　☎４２-１２５２

５月１３日
５月１５日
５月２０日
５月２８日

湯前町コミュニティ施設（旧ユノカフェ）
ハローワーク球磨　会議室（面接セミナー）
あさぎり町ポッポー館　２階和洋室
多良木町多目的研修センター　１階管理室

日にち 場　　　　　　　所時　　　間
午前10時
午後１時15分
午前10時
午前10時

～
～
～
～

正午
午後３時
正午
正午

税務職員採用試験受験者の募集

　 人事院九州事務局と 熊本国税局では、 税務職員採用試験（ 高卒程度） の受験者を募集し ま す。

　 税務職員採用試験に合格し 採用さ れる と 、 全員が税務大学校に入校し 、 １ 年間、 税務職員と し

て必要な専門知識研修を受けま す。 その後、 税務署に配属さ れ、 国税の仕事に従事し ま す。

【申込受付期間】 ６月12日（金）～６月24日（水）

　 受験資格およ び受験申込の詳細は、 人事院ホームページ（国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ）を

ご覧いただく か、 次のと こ ろへ問い合わせく ださ い。

　 　 ▶ 人事院九州事務局　 ☎（０９２）４３１－７７３３

　 　 ▶ 熊本国税局人事第二課試験研修係　 ☎（０９６）３５４－６１７１　 内線６０４６

【国税庁HP】

採用情報

国税
だより

ቼ
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5月10日㈰
※5月17日㈰予備日

6月28日㈰
※7月5日㈰予備日

6月21日㈰
※6月28日㈰予備日

6月13日㈯・14日㈰
※6月20日㈯・21日㈰予備日

5月15日㈮
※5月16日㈯予備日

５月19日㈫

6月7日㈰

6月27日㈯

6月28日㈰

テニス

グランド・ゴルフ

ゲートボール

弓道

ソフトボール

陸上競技

空手道

剣道

ソフトテニス
（団体戦）

8：30

9：00

9：00

8：30

9：30

8：30

9：30

9：00

8：30

■７月以降の日程は広報たらぎ６月号に掲載を予定しています。

あさぎり町　高山運動公園テニスコート

あさぎり町　森園カントリーパーク 

球磨村　さくらドーム

錦町弓道場

多良木町　多目的総合グラウンド陸上競技場

水上村　岩野公民館

山江村体育館

錦町民グラウンド
錦町国体記念球場

湯前町　湯前町民グラウンド多目的コート
水上村　水上学園テニスコート

※開会式なし

開会式：
水上学園テニスコート

種　　目 日　　程　（開会式時刻） 会　　　　場 備　　　　考
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件　数

死者数

傷者数

◌ႆ มᣮ �̬ ・ ・ᄉ 　2月末現在（対前年比） 　月末現在（対前年比） ̷ Ɂ Ƞՠ Ӧ 3月1日現在 4月１日現在

熊本県内
多良木署管内
多良木町内
熊本県内
多良木署管内
多良木町内
熊本県内
多良木署管内
多良木町内

人　　口

　　　男　性

　　　女　性
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人
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曜
日
(

祝
日
を
除
く
)

　

午
前
９
時
〜
12
時

　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

■
令
和
８
年
度
(
２
０
２
６
年
度
) 

 

　

熊
本
県
調
理
師
試
験
の
実
施

▽
試
験
期
日

　

10
月
31
日
㈯

▽
試
験
会
場

　

熊
本
大
学
黒
髪
北
地
区
全
学
教
育
等

▽
受
験
資
格

　

中
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
持
ち
、
飲

食
店
や
給
食
施
設
等
で
２
年
以
上
調
理
業

務
に
従
事
し
た
方

▽
願
書
配
布

　

５
月
７
日
㈭
か
ら
県
保
健
所
、
県
健
康

づ
く
り
推
進
課
等
で
配
付

▽
受
付

　

５
月
７
日
㈭
〜
６
月
３
日
㈬

▽
提
出
お
よ
び
問
合
せ
先

 

(
公
社
）調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

　

　

☎
０
３-

３
６
６
７-

１
８
１
５

ま
す
。
国
で
は
毎
年
５
月
を
「
孤
独
・
孤

立
対
策
強
化
月
間
」
と
定
め
、
重
点
的
な

啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
誰
に
も
頼
れ
な
い
」
と
感
じ
て
い
ま
せ

ん
か
？

生
活
の
困
り
ご
と
、
人
間
関
係
、
将
来
へ

の
不
安
な
ど
、
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も

構
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
声
を
聴
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

 

あ
な
た
は
ひ
と
り
じ
ゃ
な
い 
で 
検
索

▽
問
合
せ
先

　

福
祉
課

　

福
祉
係

　
　
　
　
　
　

☎
４
２-

１
２
５
５

<
県
か
ら
の
お
知
ら
せ
>

■
ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る
支
援
情
報

　

ひ
き
こ
も
り
支
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

「
ひ
き
こ
も
りV

O
IC

E 　

S
T

A
T

IO
N

」

に
つ
い
て
今
、
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
は
約

１
０
０
万
人
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
ひ
き
こ
も
りV

O
IC

E 　

S
T

A
T

IO
N

」

は
当
事
者
や
経
験
者
、
家
族
や
支
援
者
の

声
を
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
理
解

し
あ
い
、
学
び
あ
っ
て
、
地
域
に
暮
ら
す

誰
も
が
生
き
や
す
い
社
会
を
つ
く
る
こ
と

を
目
指
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
で
す
。

ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て
悩
ま
れ
て
い
る
方

は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、 

 

 

ひ
き
こ
も
りV

O
IC

E 　

S
T

A
T

IO
N

 

で  

 

検
索

▽
ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口
に
つ
い
て

　

ご
本
人
や
ご
家
族
の
お
悩
み
に
つ
い
て

454

2

1

9

1

0

537

2

1

＋12

0

＋1

＋3

＋1

0

＋2

0

＋1

8,038

3,763

4,275

2

11

48

92

3,552   

8,091

3,793

4,298

3

17

14

23

3,561   



毎月20日は、くまもと家畜防疫の日
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1

8

15

22

29

土金木水火月日

7 ■★ 

14 ●

21 ■★ 

28 ■★

2 ●

9 

16 ● 

23 ▲

30 ●

3

10

17

24

4 ■

11

18 ■

25

5 ★

12

19 ★

26

6 ●

13 ■★

20 ●

27 ●
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母子手帳交付

午前9時30分～午前11時

※受付  午前9時15分～

育児相談

午後1時～午後3時

マイナンバーカード

夜間開庁日

【開庁時間】

　午後5時15分～午後8時【開場時間】（平　日）午前９時～正午

　　　 　 （土・日）午前６時30分～正午

ストックヤード開場日

●えびす広場　　■中山運動公園

★黒肥地公民館　▲槻木地区

・܁ݝ ・ ・ ・

ζͼ ・ ϋ Ψ・ ・   ・ ・

・܁ݝ ・ ・ ・

ζͼ ・ ϋ Ψ・ ・   ・ ・

■公共料金（ ５ 月分） の納入について

税目および使用料 担　当　課　（電話番号） 納　期　限 口 座 振 替 日

５月2５日（月）

軽自動車税

国民健康保険税

上・下水道使用料

住宅使用料

税　務　課　　☎42-1254

建　設　課　　☎42-1259

６月１日（月）

�͡  � ᴳႭఙ ஓ ஓ छ ఌᗧ・ ǽ ґஓ  ͡ ԗᴥ ޤ ථ ᇼ ԗ ᴦ ᴳ ఌǽ ґ
◌ྱᢀ ፗ൹ ᅽ � ◌ྱ ெ◌ ᕃ Ꮘ㊼ ∤ ㊽ ’ ⟎

ᴴ ஓ�

ᴮ ᴱ ஓ�

ᴯ ᴮ ஓ�

ᴯ ᴵ ஓ�

■診療時間は、午前９時から午後５時までです。
■歯科医は、午前10時から午後４時までです（要予約）。
■当番医の変更などがありますので、受診時は医療機関へご確認ください。

権頭医院（相良村）

堤病院附属九日町診療所小児科（人吉市）

堤病院附属九日町診療所（人吉市）   

宮原医院（多良木町）

人吉医療センター小児科（人吉市）

外山胃腸病院（人吉市）

高田内科医院（錦町）

ひとよし内科（人吉市）

公立多良木病院小児科（多良木町）

渡辺医院（多良木町）

増田クリニック小児科（人吉市）

ひとよし西村醫院（人吉市）

36-0008

22-2251

22-2251

42-2082

22-2191

22-3221

38-3677

24-1211

42-2560

42-2541

22-3570

32-8290

※当番薬局は都合により変更になる時があります。

さくら調剤薬局九日町店

山口薬局ピーチ店

さくら調剤薬局医療センター前店

うさぎ薬局人吉店

高階誠心堂錦調剤薬局

クスノキ薬局御薬園店

ユニスマイル多良木いちご店

山口薬局

高階誠心堂薬局たらぎ店

五日町薬局

クスノキ薬局あいだ店

☎22-2162

☎42-7712

☎32-9657

☎32-9621

☎38-4940

☎32-9183

☎42-6888

☎42-2123

☎42-1117

☎23-6228

☎32-8775

・܁ݝ ・ ・ ・

ζͼ ・ ϋ Ψ・ ・   ・ ・

・܁ݝ ・ ・ ・

ζͼ ・ ϋ Ψ・ ・   ・ ・
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次
の
方
々
か
ら
社
会
福
祉
の

た
め
に
と
ご
寄
付
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
温
か
い
善

意
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
故
人
の
ご
冥
福
を
心
か

ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

(
敬
称
略
・
受
付
順
)

丸
目

　

好
利
(

故 

エ
キ
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
１
区

坂
本

　

カ
シ
子
(

故 

泰
喜
代
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
１
区

久
保
田

　

ユ
キ
子
(

故 

仁
士
)

　
　
　
　
　
　
　

多
８
区
の
２

※　令和７年度町民の皆さまより116件・

　合計金額2,310,353円のご寄付をいた

　だきました。本当にありがとうございます。

　　いただきました、ご寄付は社協が実

　施する地域福祉事業とボランティアセ

　ンター事業の財源として大切に使わせ

　ていただきました。
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